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令和７年（２０２５年）３月１８日（号外 第５号） 





令和７年度和歌山市一般会計予算

令和７年度和歌山市の一般会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１６０, ３９５, ２８４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡

(地方債)

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限

度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第３表 地方債｣ による｡

(一時借入金)

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ ３０,

０００, ０００千円と定める｡

(歳出予算の流用)

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 各項に計上した給料､ 職員手当等及び共済費にかかる予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 市 税 ６０,６７８,７６６

１ 市 民 税 ２４,１００,５５０

２ 固 定 資 産 税 ２５,８６２,８１３

３ 軽 自 動 車 税 １,３１３,８３８

４ 市 た ば こ 税 ２,７２６,９０３

５ 鉱 産 税 １

６ 都 市 計 画 税 ４,３２９,５７５

７ 事 業 所 税 ２,３１６,５８６

８ 入 湯 税 ２８,５００

２ 地 方 譲 与 税 ８５２,０００

１ 特 別 と ん 譲 与 税 １３２,０００

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 ５１１,０００

３ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １５７,０００

４ 森 林 環 境 譲 与 税 ５２,０００

３ 利 子 割 交 付 金 ４５,０００

１ 利 子 割 交 付 金 ４５,０００

４ 配 当 割 交 付 金 ４７６,０００

１ 配 当 割 交 付 金 ４７６,０００

５ 株式等譲渡所得割交付金 ６４３,０００

１ 株式等譲渡所得割交付金 ６４３,０００

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 ６８９,０００

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 ６８９,０００

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 ９,４１０,０００

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 ９,４１０,０００

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １２,０００

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １２,０００

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 １１０,０００



(単位 千円)

款 項 金 額

１ 環 境 性 能 割 交 付 金 １１０,０００

10 地 方 特 例 交 付 金 ３９４,０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ３８３,０００

２ 新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補�特別交付金

１１,０００

11 地 方 交 付 税 １８,６００,０００

１ 地 方 交 付 税 １８,６００,０００

12 交通安全対策特別交付金 ３３,０００

１ 交通安全対策特別交付金 ３３,０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ５６１,２６９

１ 負 担 金 ５６１,２６９

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ２,５９３,０７４

１ 使 用 料 １,８６７,２５２

２ 手 数 料 ７２５,８２２

15 国 庫 支 出 金 ３８,７０５,３８３

１ 国 庫 負 担 金 ２７,５２４,０１７

２ 国 庫 補 助 金 ３,０７３,７３０

３ 国 庫 交 付 金 ８,０９０,１１４

４ 国 庫 委 託 金 １７,５２２

16 県 支 出 金 １２,８４９,８５２

１ 県 負 担 金 ９,０６９,２８２

２ 県 補 助 金 ２,８１９,３６２

３ 県 交 付 金 ７３７,２５９

４ 県 委 託 金 ２２０,４４９

５ 県 貸 付 金 ３,５００

17 財 産 収 入 ４３６,１５３

１ 財 産 運 用 収 入 ３４５,９２３

２ 財 産 売 払 収 入 ９０,２３０

18 寄 附 金 ２,８８２,０４０

１ 寄 附 金 ２,８８２,０４０



(単位 千円)

款 項 金 額

19 繰 入 金 ８０９,４９８

１ 基 金 繰 入 金 ７００,６４１

２ 特 別 会 計 繰 入 金 １０８,８５７

20 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

21 諸 収 入 ２,７８９,７４８

１ 延滞金・加算金及び過料 ６９,００１

２ 市 預 金 利 子 １

３ 貸 付 金 収 入 １,３０５,０５１

４ 受 託 事 業 収 入 ６５,９７２

５ 弁 償 金 ３０

６ 物 品 売 払 収 入 ２３３

７ 雑 入 １,３４９,４６０

22 市 債 ６,８２５,５００

１ 市 債 ６,８２５,５００

歳 入 合 計 １６０,３９５,２８４



歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 議 会 費 ８９８,３３６

１ 議 会 費 ８９８,３３６

２ 総 務 費 １２,８８５,４１２

１ 総 務 管 理 費 ８,１０８,７４４

２ 徴 税 費 １,５３１,７０５

３ 市 民 生 活 費 ６０３,５８１

４ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ７９３,９９５

５ 選 挙 費 ２３４,５５６

６ 統 計 調 査 費 ２５９,０２７

７ 文 化 ス ポ ー ツ 費 １,１８１,２５９

８ 監 査 委 員 費 １０２,０７２

９ 人 事 委 員 会 費 ７０,４７３

３ 民 生 費 ８０,３０１,２９７

１ 社 会 福 祉 費 ３３,３０４,０１２

２ 生 活 保 護 費 １８,３４１,２２１

３ 児 童 福 祉 費 ２４,６３９,０５８

４ 災 害 救 助 費 １２,２８２

５ 年 金 保 険 費 ３,４９９,０８３

６ 市 民 福 祉 費 ５０５,６４１

４ 衛 生 費 ９,８３４,０１１

１ 保 健 衛 生 費 ４,３０６,６８１

２ 清 掃 費 ５,０８０,９４２

３ 環 境 保 全 費 ４４６,３８８

５ 農 林 水 産 業 費 １,０３８,８８０

１ 農 業 費 ７４８,９６６

２ 農 林 緑 花 費 １４８,８６１

３ 水 産 業 費 １４１,０５３

６ 商 工 費 ３,７０６,６２５

１ 商 工 費 ２,７５４,９６６



(単位 千円)

款 項 金 額

２ 観 光 費 ９５１,６５９

７ 土 木 費 ８,７７８,４２０

１ 土 木 管 理 費 １,０３７,９９９

２ 道 路 橋 梁 費 ３,３８７,５５８

３ 河 川 費 ３９２,８６０

４ 都 市 計 画 費 ９６３,５５７

５ 都 市 計 画 道 路 費 ２５０,８２１

６ 公 園 費 ３５８,７１２

７ 下 水 道 費 ５６３,６９２

８ 住 宅 費 １,８２３,２２１

８ 消 防 費 ５,４２７,８４３

１ 消 防 費 ５,４２７,８４３

９ 教 育 費 １０,１７１,６５２

１ 教 育 総 務 費 ２,３１４,６７１

２ 小 学 校 費 ２,８３２,１０４

３ 中 学 校 費 ８１５,７８５

４ 高 等 学 校 費 ８３７,９８５

５ 幼 稚 園 費 ５０４,６４４

６ 社 会 教 育 費 ２,１５４,８１９

７ 保 健 体 育 費 ７１１,６４４

10 災 害 復 旧 費 ３２３,９１５

１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ３２３,９１５

11 公 債 費 １７,９５９,９１６

１ 公 債 費 １７,９５９,９１６

12 諸 支 出 金 ８,９９８,９７７

１ 公 営 企 業 費 ８,７８５,４６８

２ 集 落 排 水 費 ２１３,５０９

13 予 備 費 ７０,０００

１ 予 備 費 ７０,０００



(単位 千円)

款 項 金 額

歳 出 合 計 １６０,３９５,２８４



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

財務会計システム公金収納対応事業 令 和 ８ 年 度 ２,１１８

合 計 ２,１１８

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

奨学金返還助成事業 (令和７年度募集分)
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度

２５０千円×交付対象者
奨学金受取総月数／１２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

ガバメントクラウド回線運用管理事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
５０,３８６

合 計 ５０,３８６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・住基系システム運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
１７５,２３０

合 計 １７５,２３０

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・保険系システム運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
３９８,７５０

合 計 ３９８,７５０



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・債権回収システム運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
６６,４４９

合 計 ６６,４４９

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・税系システム移行事業 令 和 ８ 年 度 ３４４,９９３

合 計 ３４４,９９３

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

標準準拠・税系システム運営事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ３ 年 度
６９,４１１

合 計 ６９,４１１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

市税納税通知書封入封緘等委託事業 令 和 ８ 年 度 ５１,２９１

合 計 ５１,２９１

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

個人市民税課税資料パンチ委託事業 令 和 ８ 年 度 ２８２

合 計 ２８２



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

滞納整理・電話催告事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
４８,３１２

合 計 ４８,３１２

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地域包括支援センター委託事業 令 和 ８ 年 度 ２４,１２７

合 計 ２４,１２７

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

次期ごみ処理施設整備事業 (基本設計等業
務)

令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
３３６,５０６

合 計 ３３６,５０６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

小規模事業者経営改善資金等利子補給事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ １ 年 度

貸付限度額８００, ００
０千円の年１. ０％を上
限として利息相当額の１
／２

合 計 －

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

女性・若者・シニア新規開業資金等利子補
給事業

令 和 ８ 年 度～

令 和 １ １ 年 度

貸付限度額２５０, ００
０千円の年１. ０％を上
限として利息相当額の１
／２

合 計 －



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

契約・業者管理システム更新事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
１３０,４６５

合 計 １３０,４６５

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

市道管理事業 (植栽管理業務委託)
令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
４０,２９６

合 計 ４０,２９６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

地方道整備事業 (梅原広場アクセス道路)
令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
５７６,３００

合 計 ５７６,３００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

下水路整備事業 (貴志地区梅原下水路整備
工事)

令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
４６６,７００

合 計 ４６６,７００

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

岡崎団地建替事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
２,３６２,９０３

合 計 ２,３６２,９０３



(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

特別支援教育就学奨励費システム事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 １ ２ 年 度
５,４４５

合 計 ５,４４５



第３表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

庁舎整備事業 80,600 証書借入又
は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

防災基盤整備
事業 63,300 〃 〃 〃

支所・連絡所
整備事業 7,800 〃 〃 〃

文化財保護事
業 24,500 〃 〃 〃

博物館整備事
業 35,100 〃 〃 〃

スポーツ施設
整備事業 28,700 〃 〃 〃

社会福祉総務
事業 7,400 〃 〃 〃

八番丁館解体
撤去事業 79,500 〃 〃 〃

認定こども園
等整備事業 69,900 〃 〃 〃

児童館整備事
業 300 〃 〃 〃

隣保館整備事
業 1,700 〃 〃 〃

斎場整備事業 59,400 〃 〃 〃

保健所整備事
業 73,200 〃 〃 〃

清掃運搬施設
整備事業 14,200 〃 〃 〃

清掃工場施設
整備事業 342,200 〃 〃 〃

農業施設整備
事業 174,700 〃 〃 〃

四季の郷公園
整備事業 6,700 〃 〃 〃

沿岸漁場整備
開発事業 6,400 〃 〃 〃

共同作業場整
備事業 5,800 〃 〃 〃

勤労者総合セ
ンター整備事
業

32,300 〃 〃 〃

和歌山城公園
整備事業 5,500 〃 〃 〃

道路施設改善
事業 849,200 〃 〃 〃

緊急避難道路
等整備事業 59,000 〃 〃 〃

地方道整備事
業 567,100 〃 〃 〃



(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

交通安全施設
整備事業 900 証書借入又

は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

河川整備事業 123,200 〃 〃 〃

準用河川改修
事業 67,700 〃 〃 〃

都市計画県工
事負担金 7,400 〃 〃 〃

街路事業 123,400 〃 〃 〃

公園施設整備
事業 34,000 〃 〃 〃

水路維持事業 24,000 〃 〃 〃

下水道施設管
理事業 21,000 〃 〃 〃

下水路整備事
業 25,000 〃 〃 〃

住宅改善事業 262,200 〃 〃 〃

消防施設整備
事業 878,100 〃 〃 〃

小学校施設整
備事業 41,300 〃 〃 〃

中学校施設整
備事業 17,000 〃 〃 〃

高等学校施設
整備事業 137,900 〃 〃 〃

地区集会所整
備事業 4,400 〃 〃 〃

こども科学館
整備事業 110,600 〃 〃 〃

コミュニティ
センター整備
事業

19,000 〃 〃 〃

体育施設整備
事業 78,500 〃 〃 〃

土木施設災害
復旧事業 97,000 〃 〃 〃

水道事業会計
出資金 864,800 〃 〃 〃

借換債 1,293,600 〃 〃 〃

計 6,825,500



令和７年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の国民健康保険事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ３７, ３５０, ５５４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 国 民 健 康 保 険 料 ６,４６３,０１２

１ 国 民 健 康 保 険 料 ６,４６３,０１２

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 １,００１

１ 手 数 料 １,００１

３ 国 庫 支 出 金 ２,８３８

１ 国 庫 補 助 金 ２,８３８

４ 県 支 出 金 ２７,２３８,３１５

１ 県 補 助 金 ５９,７６９

２ 県 交 付 金 ２７,１７８,５４６

５ 繰 入 金 ３,４４４,１３０

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ３,４４４,１３０

６ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

７ 諸 収 入 ２０１,２５７

１ 貸 付 金 収 入 １

２ 雑 入 ２０１,２５６

歳 入 合 計 ３７,３５０,５５４



歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ５４７,５３７

１ 総 務 管 理 費 ５４７,５３７

２ 保 険 給 付 費 ２６,９５７,７０７

１ 療 養 諸 費 ２３,５５４,０００

２ 高 額 療 養 費 ３,２８３,０００

３ 移 送 費 ２００

４ 出 産 育 児 諸 費 １０４,８８９

５ 葬 祭 諸 費 １５,４５０

６ 傷 病 手 当 諸 費 １６８

３ 国民健康保険事業費納付金 ９,３４７,２１０

１ 医 療 給 付 費 分 納 付 金 ６,７７５,３８７

２ 後期高齢者支援金等分納付金 １,９３０,２３３

３ 介 護 納 付 金 分 納 付 金 ６４１,５９０

４ 保 健 事 業 費 ３３４,９９３

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ２７６,７２６

２ 保 健 事 業 費 ５８,２６７

５ 諸 支 出 金 １５３,１０７

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １５３,１０７

６ 予 備 費 １０,０００

１ 予 備 費 １０,０００

歳 出 合 計 ３７,３５０,５５４



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業 令 和 ８ 年 度 ６,７１６

合 計 ６,７１６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

国民健康保険料収納対策事業
令 和 ８ 年 度～

令 和 ９ 年 度
７９,８０６

合 計 ７９,８０６



令和７年度和歌山市卸売市場事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の卸売市場事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１, ５０７, ９１４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(地方債)

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的､ 限

度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ ｢第２表 地方債｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２３２,０９４

１ 使 用 料 ２３２,０９４

２ 国 庫 支 出 金 ２４９,５１３

１ 国 庫 交 付 金 ２４９,５１３

３ 財 産 収 入 ４６８

１ 財 産 運 用 収 入 ４６８

( 財 産 売 払 収 入 )

４ 繰 入 金 ２４７,２８４

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２４７,２８４

５ 諸 収 入 ２０４,８５５

１ 雑 入 ２０４,８５５

６ 市 債 ５７３,７００

１ 市 債 ５７３,７００

歳 入 合 計 １,５０７,９１４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 卸 売 市 場 費 １,３００,９９０

１ 卸 売 市 場 費 １,３００,９９０

２ 公 債 費 ２０６,８２４

１ 公 債 費 ２０６,８２４

３ 予 備 費 １００

１ 予 備 費 １００

歳 出 合 計 １,５０７,９１４



第２表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

卸売市場整備
事業 573,700 証書借入又

は債券発行

年4.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 573,700



令和７年度和歌山市土地区画整理事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の土地区画整理事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ９, ５３７千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ９,４３５

１ 東和歌山第二地区土地区画
整理事業一般会計繰入金 ９,４３５

２ 諸 収 入 １０２

１ 東和歌山第二地区土地区画
整 理 事 業 雑 入 １０２

( 繰 越 金 )

( 東和歌山第二地区土地区画
整 理 事 業 繰 越 金 )

歳 入 合 計 ９,５３７

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 東 和 歌 山 第 二 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 ９,５３７

１ 東 和 歌 山 第 二 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 ９,５３７

歳 出 合 計 ９,５３７



令和７年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の住宅改修資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ２５, ０００千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ２５,０００

１ 貸 付 金 収 入 ２５,０００

歳 入 合 計 ２５,０００

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２５,０００

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２５,０００

歳 出 合 計 ２５,０００



令和７年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の住宅新築資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ５５８, ６１１千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ５５８,６１１

１ 貸 付 金 収 入 ２０３,９８０

２ 雑 入 ３５４,６３１

歳 入 合 計 ５５８,６１１

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ５５８,６１１

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ５５８,６１１

歳 出 合 計 ５５８,６１１



令和７年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の宅地取得資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ２２６, ３３４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 諸 収 入 ２２６,３３４

１ 貸 付 金 収 入 １０３,９３０

２ 雑 入 １２２,４０４

歳 入 合 計 ２２６,３３４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２２６,３３４

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 ２２６,３３４

歳 出 合 計 ２２６,３３４



令和７年度和歌山市駐車場管理事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の駐車場管理事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１, ６２５, ４３７千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(一時借入金)

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､ １, ３

７０, ０００千円と定める｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２７１,４２３

１ 使 用 料 ２７１,４２３

２ 繰 入 金 １,２６０

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １,２６０

３ 諸 収 入 １,３５２,７５４

１ 雑 入 １,３５２,７５４

歳 入 合 計 １,６２５,４３７

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 駐 車 場 管 理 費 １４７,０７９

１ 駐 車 場 管 理 費 １４７,０７９

２ 道 路 駐 車 場 管 理 費 １１３,０５８

１ 道 路 駐 車 場 管 理 費 １１３,０５８

３ 前 年 度 繰 上 充 用 金 １,３６５,０００

１ 前 年 度 繰 上 充 用 金 １,３６５,０００

４ 予 備 費 ３００

１ 予 備 費 ３００

歳 出 合 計 １,６２５,４３７



令和７年度和歌山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は､ 次に定めるところに

よる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１３１, ３３９千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ２,２９２

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２,２９２

２ 繰 越 金 ３１,６５５

１ 繰 越 金 ３１,６５５

３ 諸 収 入 ９７,３９２

１ 貸 付 金 収 入 ９７,３８２

２ 雑 入 １０

歳 入 合 計 １３１,３３９

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費 １０６,２３１

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費 １０６,２３１

２ 公 債 費 １７,０９３

１ 公 債 費 １７,０９３

３ 諸 支 出 金 ８,０１５

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 繰 出 金 ８,０１５

歳 出 合 計 １３１,３３９



令和７年度和歌山市介護保険事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の介護保険事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ４２, ８３９, ０８５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 介 護 保 険 料 ７,９６４,５１３

１ 介 護 保 険 料 ７,９６４,５１３

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５０

１ 手 数 料 ５０

３ 国 庫 支 出 金 １０,８３５,２７６

１ 国 庫 負 担 金 ７,６３４,９７３

２ 国 庫 補 助 金 ７,９６３

３ 国 庫 交 付 金 ３,１９２,３４０

４ 県 支 出 金 ５,７００,６０５

１ 県 負 担 金 ５,５０５,４４７

２ 県 交 付 金 １９５,１５８

５ 支 払 基 金 交 付 金 １１,２５５,６８３

１ 支 払 基 金 交 付 金 １１,２５５,６８３

６ 財 産 収 入 ４,４３８

１ 財 産 運 用 収 入 ４,４３８

７ 繰 入 金 ７,０７４,０１９

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ６,６１１,５８３

２ 基 金 繰 入 金 ４６２,４３６

８ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

９ 諸 収 入 ４,５００

１ 雑 入 ４,５００

歳 入 合 計 ４２,８３９,０８５



歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ８２０,９８４

１ 総 務 管 理 費 ３３７,１６３

２ 介 護 認 定 費 ４８３,８２１

２ 保 険 給 付 費 ４０,４４３,０１３

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３９,１４０,２８１

２ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １,０９０,０４９

３ 高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費 １６１,８５７

４ 市 町 村 特 別 給 付 費 １０,９３２

５ そ の 他 諸 費 ３９,８９４

３ 地 域 支 援 事 業 費 １,４５３,５４７

１ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費 １,２４２,２５２

２ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ５,８８０

３ 包括的支援事業・任意事業費 ２００,３５９

４ そ の 他 諸 費 ５,０５６

４ 基 金 積 立 金 ４,４３８

１ 基 金 積 立 金 ４,４３８

５ 諸 支 出 金 １１２,１０３

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １１,５１１

２ 重 層 的 支 援 体 制 整 備
事 業 繰 出 金 １００,５９２

６ 予 備 費 ５,０００

１ 予 備 費 ５,０００

歳 出 合 計 ４２,８３９,０８５



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業 令 和 ８ 年 度 ９,３５６

合 計 ９,３５６

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

介護保険事業計画策定事業 令 和 ８ 年 度 ５,４１２

合 計 ５,４１２



令和７年度和歌山市後期高齢者医療特別会計予算

令和７年度和歌山市の後期高齢者医療特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１２, １２３, １７５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

(債務負担行為)

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項､ 期間

及び限度額は､ ｢第２表 債務負担行為｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５,３７８,２３８

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５,３７８,２３８

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 １１

１ 手 数 料 １１

３ 繰 入 金 ６,７３２,９８２

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ６,７３２,９８２

４ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

５ 諸 収 入 １１,９４３

１ 雑 入 １１,９４３

歳 入 合 計 １２,１２３,１７５

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 総 務 費 ８２,２６３

１ 総 務 管 理 費 ８２,２６３

２ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 １２,０３０,４６４

１ 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 １２,０３０,４６４

３ 諸 支 出 金 ７,４４８

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ７,４４８

４ 予 備 費 ３,０００

１ 予 備 費 ３,０００

歳 出 合 計 １２,１２３,１７５



第２表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項 期 間 限 度 額

保険料納入通知書封入封緘等委託事業 令 和 ８ 年 度 １０,９４５

合 計 １０,９４５



令和７年度和歌山市直轄事業用地先行取得事業特別会計予算

令和７年度和歌山市の直轄事業用地先行取得事業特別会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ１８８, ６９４千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡



第１表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 １８８,６９４

１ 財 産 売 払 収 入 １８８,６９４

歳 入 合 計 １８８,６９４

歳 出 (単位 千円)

款 項 金 額

１ 国 道 ４ ２ 号 事 業 費 １８８,４４４

１ 国 道 ４ ２ 号 事 業 費 １８８,４４４

２ 諸 支 出 金 ２５０

１ 国道４２号事業費繰出金 ２５０

歳 出 合 計 １８８,６９４



令和７年度和歌山市水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和７年度水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 給水戸数 １８７, ３５３戸

(２) 年間総配水量 ４５, ３５２, ０００�

(３) 一日平均配水量 １２４, ２５２�

(４) 主要な建設改良事業

配水管整備事業 ３, ８２９, ４５４千円

配水施設整備事業 ３２３, ６８１千円

原浄水施設新設改良事業 １, ４２６, ０９９千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 水道事業収益 ８, ７２８, ３６９千円

第１項 営 業 収 益 ８, １４１, １３９千円

第２項 営 業 外 収 益 ５８７, ２３０千円

支 出

第１款 水道事業費 ７, ３０２, ３０７千円

第１項 営 業 費 用 ６, ６６１, ４５５千円

第２項 営 業 外 費 用 ６０７, ８５２千円

第３項 特 別 損 失 ３, ０００千円

第４項 予 備 費 ３０, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額３, ９５５, ８４６千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４

８５, ３９１千円､ 過年度分損益勘定留保資金２０２, ４４９千円､ 当年度分損益勘定留保資

金２, ９０１, ４９２千円及び当年度利益剰余金処分額３６６, ５１４千円で補�するものと

する｡ ) ｡

収 入

第１款 水道事業資本的収入 ４, ３７５, ８７１千円

第１項 企 業 債 ３, ０９９, ３００千円



第２項 出 資 金 ８６４, ８８６千円

第３項 補 助 金 １７３, ４９９千円

第４項 負 担 金 ２３１, ３７０千円

第５項 固定資産売却代金 ６, ８１６千円

支 出

第１款 水道事業資本的支出 ８, ３３１, ７１７千円

第１項 建 設 改 良 費 ５, ６１３, ３３６千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２, ７１８, ３８１千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １, ５００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

事 項 期 間 限 度 額

配 水 管 整 備 事 業 令和８年度
千円

３７,８００

配 水 施 設 整 備 事 業 令和８年度から
令和１０年度まで ２,９６１,９３７

加 納 浄 水 場 更 新 設 備 事 業 令和８年度から
令和１１年度まで ５,１０５,１７７

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

配 水 管
整 備 事 業

配 水 施 設
整 備 事 業

施 設
整 備 事 業

千円

２,１３２,６００

７１,７００

８９５,０００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年4.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １, １６６, ７３６千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 水道事業費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １３,

３３１千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 当年度利益剰余金のうち３６６, ５１４千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 ３６６, ５１４千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ ２６０, ７６１千円と定める｡



令和７年度和歌山市工業用水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和７年度工業用水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 給水工場数 ４３工場

(２) 年間総配水量 ８０, ４４７, ０００�

(３) 一日平均配水量 ２２０, ４０３�

(４) 主要な建設改良事業

配水施設整備事業 １０, ２３３千円

原浄水施設新設改良事業 ４１１, ７５３千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 工業用水道事業収益 ２, ３２７, ９５９千円

第１項 営 業 収 益 ２, ２５４, ０７４千円

第２項 営 業 外 収 益 ７３, ８８５千円

支 出

第１款 工業用水道事業費 １, ８１７, ０７２千円

第１項 営 業 費 用 １, ６６５, ４３４千円

第２項 営 業 外 費 用 １４１, ６３８千円

第３項 予 備 費 １０, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額６８, ６６９千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３４, １

２４千円及び減債積立金３４, ５４５千円で補�するものとする｡ ) ｡

収 入

第１款 工業用水道事業資本的収入 ７７９, ５００千円

第１項 企 業 債 ２１８, ０００千円

第２項 補 助 金 ６１, ５００千円

第３項 その他資本的収入 ５００, ０００千円

支 出

第１款 工業用水道事業資本的支出 ８４８, １６９千円



第１項 建 設 改 良 費 ４２２, ９６７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４２５, ２０２千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ ５００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 ３０２, ９９２千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 工業用水道事業費の一部に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､

４, １０４千円である｡

事 項 期 間 限 度 額

配 水 施 設 整 備 事 業 令和８年度
千円

１８１,５００

工 水 強 靭 化 事 業 令和８年度から
令和９年度まで ５,９７７,６５３

浄 水 場 整 備 事 業 令和８年度 ２０１,４７０

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

施 設
整 備 事 業

千円

２１８,０００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年4.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



(たな卸資産購入限度額)

第１１条 たな卸資産の購入限度額は､ ８２, ００６千円と定める｡

啓



令和７年度和歌山市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和７年度公共下水道事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理面積 ２, ４９０ha

(２) 年間処理水量 ２７, ５６７, ０００�

(３) 一日平均処理水量 ７５, ５２６�

(４) 主要な建設改良事業

管渠整備事業 ２, ９７７, ５７２千円

ポンプ場整備事業 ８８８, ７５９千円

処理場整備事業 １, ３２０, ８３５千円

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 下水道事業収益 １２, ２４４, ８７４千円

第１項 営 業 収 益 ６, ４５０, ５８２千円

第２項 営 業 外 収 益 ５, ７９４, ２９２千円

支 出

第１款 下水道事業費 １０, ８４６, ５５５千円

第１項 営 業 費 用 ９, ８９６, ６３５千円

第２項 営 業 外 費 用 ９３２, ９２０千円

第３項 特 別 損 失 ２, ０００千円

第４項 予 備 費 １５, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額５, ２７５, ８５４千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２

２９, ６７８千円､ 当年度分損益勘定留保資金３, ８９４, ６８１千円､ 繰越利益剰余金処分

額１８８, ３１８千円及び当年度利益剰余金処分額９６３, １７７千円で補�するものとする｡

) ｡

収 入

第１款 下水道事業資本的収入 ７, ４６５, ５８６千円

第１項 企 業 債 ３, ９２８, ６００千円



第２項 補 助 金 ２, ６８５, ４２４千円

第３項 負 担 金 ８５０, ５６２千円

第４項 分 担 金 １, ０００千円

支 出

第１款 下水道事業資本的支出 １２, ７４１, ４４０千円

第１項 建 設 改 良 費 ５, １８９, ０２１千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７, ０５２, ４１９千円

第３項 他会計からの長期借入金償還金 ５００, ０００千円

(債務負担行為)

第５条 債務負担行為をすることができる事項､ 期間及び限度額は､ 次のとおりと定める｡

(企業債)

第６条 起債の目的､ 限度額､ 起債の方法､ 利率及び償還の方法は､ 次のとおりと定める｡

(一時借入金)

第７条 一時借入金の限度額は､ １０, ０００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第９条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

事 項 期 間 限 度 額

水洗便所等改造資金利子等補給事業 令和８年度から
令和１３年度まで

千円
貸付限度額 1,000 千円
の4.38％と利息相当額

ポ ン プ 場 整 備 事 業 令和８年度から
令和９年度まで ２,１８８,１００

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共下水道
事 業

公共下水道
事業借換債

資 本 費
平 準 化 債

千円

２,６９７,０００

４５１,４００

７８０,２００

普通貸借又は証券発
行｡ 借入時期は令和
７年度中とする｡ た
だし､ 工事の進捗状
況等により起債額の
全部又は一部を翌年
度に繰り延べて借り
入れることができる｡

年4.0％以内 (ただ
し､ 利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て､ 利率の見直しを
行った後においては､
当該見直し後の利率)

政府その他の資金
の借入れについては､
その融通条件による｡
ただし､ 企業財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し､ 又は繰上償還若
しくは低利に借り換
えることができる｡



(１) 職 員 給 与 費 ８７０, ０９７千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第１０条 公共下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ ７, ９０３,

１４７千円である｡

(利益剰余金の処分)

第１１条 繰越利益剰余金及び当年度利益剰余金のうち１, １５１, ４９５千円は､ 次のとおり

処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １, １５１, ４９５千円

(たな卸資産購入限度額)

第１２条 たな卸資産の購入限度額は､ ２２１, ６３１千円と定める｡



令和７年度和歌山市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第１条 令和７年度農業集落排水事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理戸数 ３２８戸

(２) 年間処理水量 ９５, ０００�

(３) 一日平均処理水量 ２６０�

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 農業集落排水事業収益 １３５, ２１３千円

第１項 営 業 収 益 １６, ６７４千円

第２項 営 業 外 収 益 １１８, ５３９千円

支 出

第１款 農業集落排水事業費 １１８, ３０４千円

第１項 営 業 費 用 １１０, ５４９千円

第２項 営 業 外 費 用 ６, ７３５千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

第４項 予 備 費 １, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４４, ４０６千円は過年度分損益勘定留保資金２, ６２０千円､ 当年度分損益

勘定留保資金２７, ６３０千円及び繰越利益剰余金処分額１４, １５６千円で補�するものと

する｡ ) ｡

収 入

第１款 農業集落排水事業資本的収入 ６, １５３千円

第１項 補 助 金 ６, １５３千円

支 出

第１款 農業集落排水事業資本的支出 ５０, ５５９千円

第１項 建 設 改 良 費 １, ２４４千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４９, ３１５千円

(一時借入金)



第５条 一時借入金の限度額は､ １００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第７条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １７, ２９１千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第８条 農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １０６, ８

２５千円である｡

(利益剰余金の処分)

第９条 繰越利益剰余金のうち１４, １５６千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １４, １５６千円

(たな卸資産購入限度額)

第１０条 たな卸資産の購入限度額は､ １, ９９９千円と定める｡



令和７年度和歌山市漁業集落排水事業会計予算

(総 則)

第１条 令和７年度漁業集落排水事業会計の予算は､ 次に定めるところによる｡

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は､ 次のとおりとする｡

(１) 処理戸数 ６４６戸

(２) 年間処理水量 １３０, ７００�

(３) 一日平均処理水量 ３５８�

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 漁業集落排水事業収益 １４９, ６４２千円

第１項 営 業 収 益 ２９, ７８２千円

第２項 営 業 外 収 益 １１９, ８６０千円

支 出

第１款 漁業集落排水事業費 １３５, ３９６千円

第１項 営 業 費 用 １２４, ２１７千円

第２項 営 業 外 費 用 １０, １５９千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

第４項 予 備 費 １, ０００千円

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額４４, ６６１千円は過年度分損益勘定留保資金２, １７２千円､ 当年度分損益

勘定留保資金３０, ５２０千円及び繰越利益剰余金処分額１１, ９６９千円で補�するものと

する｡ ) ｡

収 入

第１款 漁業集落排水事業資本的収入 ８, ３９１千円

第１項 補 助 金 ８, ３７２千円

第２項 分 担 金 １９千円

支 出

第１款 漁業集落排水事業資本的支出 ５３, ０５２千円

第１項 建 設 改 良 費 ３, ４９７千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４９, ５５５千円



(一時借入金)

第５条 一時借入金の限度額は､ １００, ０００千円と定める｡

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は､ 次のとおりと定める｡

(１) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税に限る｡ )

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第７条 次に掲げる経費については､ これらの経費の金額を､ これらの経費のうち他の経費の金

額に､ 若しくはこれら以外の経費の金額に流用し､ 又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は､ 議会の議決を経なければならない｡

(１) 職 員 給 与 費 １７, ２９１千円

(２) 交 際 費 ５４千円

(他会計からの補助金)

第８条 漁業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は､ １０６, ６

８４千円である｡

(利益剰余金の処分)

第９条 繰越利益剰余金のうち１１, ９６９千円は､ 次のとおり処分するものと定める｡

(１) 減 債 積 立 金 １１, ９６９千円

(たな卸資産購入限度額)

第１０条 たな卸資産の購入限度額は､ １, ６８３千円と定める｡


